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令和２年度定時会員総会開催 

 令和２年度当協会の定時会員総会は、５月 24

日（日）13 時 30 分から一関市総合体育館サブア

リーナにおいて、会員 29 人（委任状 69 人）が

出席し、開催されました。 

 新型コロナウイルス対策として、出席者につ

いてはマスクの着用をお願いしたほか受付時の

検温、手指のアルコール消毒や２ｍ以上の間隔

で机を配置するなど「三つの密」を極力避けるよ

う配慮しての開催となりました。 

 まず、佐藤修蔵会長から「新型コロナウイルス感染症の影響で３月から５月に予定していた

ほとんどの事業が中止となった。スポーツ施設も利用制限を行っており、本来のスポーツ活動

が停滞している状況である。本年度から東口体育館の指定管理者としても指定を受けたことか

ら、適正な管理運営に努めたい。本年度もスポーツ団体の皆様とともに力を合わせ、スポーツ

の振興に取り組んでいくので、ご支援をお願いしたい。」とあいさつがありました。 

 その後、佐藤会長が議長となり、令和元年度事業報告、令和２年度事業計画及び予算の報告

があり、承認されました。また、令和元年度収支決算、理事・監事の報酬総額について決議さ

れました。 

次に役員の選任が提案され、理事 15 人、監事３人が全て再任されました。総会を一時休憩

し、理事会が開催され、会長には佐藤修蔵氏、副会長には岩渕一司氏、児玉進氏、常務理事に

は吉家義博氏がそれぞれ互選され、総会で紹介されました。 

総会の中では、「県民体育大会の中止に伴う代替大会開催の場合の派遣費の助成の有無」につ

いて質問が出され、「代替大会の開催が具体化した際、検討していく。」旨を回答しました。ま

た、「新型コロナウイルス対策として、主催者がスポーツ施設を利用する場合の留意点を示して

ほしい。」旨の要望があり、「スポーツ庁からガイドラインが出されているので、情報提供して

いく。」旨を回答しました。このほかにも、施設利用時のアルコール消毒液の設置、役員報酬の

予算との関連性などについて質問があり、事務局から回答しました。 

総会では、全ての議案を承認、決定し 15 時 20 分に閉会しました。 

なお、令和元年度貸借対照表及び令和２～３年度役員については、次のとおりです。 
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令和元年度貸借対照表（令和 2 年 3 月 31 日現在）     （単位:千円） 

科目 金額 科目 金額 

資産の部 

１．流動資産 

   現金預金 

   その他 

２．固定資産 

（1）特定資産 

   スポーツ振興積立金 

（2）その他固定資産 

    リース資産 

    その他 

 

131,703 

130,904 

799 

30,648 

18,196 

18,196 

12,452 

11,152 

1,300 

負債の部 

１．流動負債 

   未払金 

   その他 

２．固定負債  

   リース負債 

 

49,045 

38,314 

10,731 

8,240 

8,240 

負債合計 57,285 

正味財産の部 

１．一般正味財産 

 

105,066 

正味財産合計 105,066 

資産合計 162,351 負債及び正味財産合計 162,351 

 

令和２～３年度一般社団法人一関市体育協会役員 

（役職）  （氏名）    （区分）    （所属）    

会 長  佐 藤 修 蔵  （再任）  千厩地域スポーツ振興会 

副会長  岩 渕 一 司  （再任）  室根地域スポーツ振興連絡会 

副会長  児 玉  進   （再任）  一関市ソフトテニス協会 

常務理事 吉 家 義 博  （再任）  一関市スキー協会 

理 事  佐々木 由 悦  （再任）  花泉地域スポーツ振興会 

理 事  鈴 木 正 敏  （再任）  東山地区体育協会 

理 事  三 浦 忠 二  （再任）  川崎体育協会 

理 事  橋 本 周 一  （再任）  藤沢町体育協会 

理 事  阿 部  稔   （再任）  一関市スポーツ少年団本部 

理 事  岩 本 和 美  （再任）  山目体育協会 

理 事  小野寺 文 朗  （再任）  一関市陸上競技協会 

理 事  平 野 和 彦  （再任）  一関市バレーボール協会 

理 事  江 刺 邦 昌  （再任）  一関市バスケットボール協会 

理 事  小 幡 和 夫  （再任）  一関市卓球協会 

理 事  瀬 戸 廣 恵  （再任）  一関市グラウンドゴルフ協会 

監 事  千 葉 一 男  （再任）  一関地域スポーツ振興会 

監 事  伊 東 三四司  （再任）  大東地域スポーツ振興連絡会 

監 事  小 岩 邦 弘  （再任）  一関柔道協会 
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一関国際ハーフマラソン大会は中止 

第 39 回一関国際ハーフマラソン大会については、９月 27 日（日）

に開催することで準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス

感染症の世界的な感染拡大に伴い、開催の可否について検討いたしま

した。 

この結果、参加者や運営スタッフのクラスター感染が懸念され、安

全に大会運営を行うことが困難であるという判断に至り、昭和 57 年（1982 年）に第 1 回大会

を開催して以来、初めてとなる中止を決定いたしました。 

 本大会に対しご支援、ご協力を頂いている多くの団体、企業、ボランティアスタッフの皆様

や本大会の開催を楽しみにされていたランナーの皆様には、大変残念な結果となり申し訳あり

ませんが、事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願いいたします。 

 なお、次年度は第 40 回の節目の大会となりますが、皆様のご期待に沿う大会にしてまいりた

いと存じますので、今後とも皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

夏季水泳プールの利用について 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、夏季のプール

利用について検討した結果、利用時間の短縮、入場制限等

を行い夏季水泳プールの営業を行うこととしました。 

時間帯での入れ替え、人数の制限など、これまでの利用

方法と異なりますが、できる限り「三つの密」を避けるこ

と、クラスター感染症発生時の対応をしっかりすることを基本として、安全に利用していただ

けるよう、運営してまいります。 

今シーズンの一関水泳プール、花泉水泳プール、東山Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用については、

以下のとおりです。 

①利用期間：７月４日（土）から８月 30 日（日）まで 

②休業日：毎週月曜日（休業日が祝日の場合は、直近の祝日でない日） 

③利用時間： 

①10：00～12：00（9：30 受付開始 総入れ替え制） 

②13：30～15：30（13：00 受付開始 総入れ替え制） 

③16：30～18：30（16：00 受付開始 総入れ替え制） 

 ④定員：各時間帯とも 

  一関水泳プール（一般用） 男子 40 人、女子 40 人 （子ども用）40 人 

  花泉水泳プール（子ども用）30 人 

  東山Ｂ＆Ｇ海洋センター（一般用）男子 15 人、女子 15 人 （子ども用）15 人 

⑤その他 

 受付の際に検温を行い、利用票を提出していただきます。  
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６月から８月のイベント・教室（予定） 

事業名 日程 場所 定員 

イブニングエアロビクス教室（一関）（全５回） 8/20～9/17 一関市総合体育館 20 

いちのせきオリエンテーリング交流会 8/30 一関市総合体育館周辺 ― 

エアロビクス教室（花泉）（全５回） 6/16～7/14 花泉第二体育館 20 

イブニングヨガ教室（花泉）（全５回） 7/7～8/4 花夢パル 20 

リフレッシュヨガ教室（大東）（全５回） 6/19～7/17 大東体育館 20 

エアロビクス教室（大東）（全５回） 8/19～9/16 大東体育館 20 

中３スポーツ教室（千厩） ８月～10 月 千厩体育館 20 

東山市民体育大会（グランドゴルフ） 7/2 東山多目的グラウンド ― 

東山市民体育大会（野球） 8/14～15 東山球場ほか ― 

ジュニア水泳教室（東山）（全４回） 7/11～7/19 東山Ｂ＆Ｇ海洋センター 15 

リフレッシュヨガ教室（東山）（全５回） 7/21～8/25 東山総合体育館 20 

室根自治会対抗ゲートボール大会 7/19 室根屋内テニスコート ― 

イブニングエアロビクス教室（川崎）（全５回） 7/1～29 川崎体育センター 20 

イブニングヨガ教室（川崎）（全５回） 6/4～7/2 川崎体育センター 20 

川崎町自治会対抗ゲートボール大会 7/16 千石河川コート ― 

藤沢町ソフトボール大会 7/5 藤沢運動広場 ― 

リフレッシュヨガ教室（藤沢）（全５回） 8/20～9/17 藤沢体育館 20 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止する場合があります。 

 

スポーツ施設利用時の感染防止対策 

 スポーツ施設を利用する場合には、以下の点に留意して利用をお願いします。 

１．風邪の症状や発熱など体調がよくない場合は、利用を見合わせて下さい。 

２．スポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用して下さい。 

３．こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行って下さい。 

４．他の利用者等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保して下さい。 

５．利用中に大きな声で会話、応援等をしないで下さい。 

６．運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは行わないで下さい。 

７．タオルの共用はしないで下さい。 

８．利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、利用者（観客含む）

全員の氏名、連絡先、濃厚接触者の有無等について報告を求めることになりますので、主催

者は、把握しておいて下さい。 

９．施設利用前後のミーティング等においても、三つの密を避けて下さい。 


